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第１章 総則 

 

（目的等） 

第１条 この法人規則は、国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（平成１６

年法人規則第１号。以下「基本規則」という。）第８０条、第８１条及び第８３条に基づき、国

立大学法人筑波大学（以下「法人」という。）の財政運営並びに予算及び会計に関する基本を定

めることを目的とする。 

２ 法人の財政運営並びに予算及び会計については、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２

号。以下「法人法」という。）、国立大学法人法施行令（平成１５年政令第４７８号）及び国立

大学法人法施行規則（平成１５年文部科学省令第５７号）その他関係法令に定めるもののほか、

この法人規則の定めるところによる。 

 

第２条から第５条まで 削除 

 

（収入支出の定義） 

第６条 収入とは、法人の事業を実施するための支払の財源となるべき現金、口座振込及び口座

振替（以下「現金等」という。）による収納をいい、支出とは、法人の事業を実施するための現

金等による支払をいう。 

２ 前項の現金には、金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和

２９年法律第１９５号）第３条に規定する金融機関をいう。）が振り出し又は支払保証した小切

手、郵便貯金銀行が発行する為替証書及び振替払出証書を含むものとする。 

 

（法人が収納する料金） 

第７条 法人が収納する学生納付金、講習料、財産貸付料、宿舎貸付料、寄宿料、診療料金及び

その他の料金は、この法人規則その他の法人規則等の定めによらなければならない。 

 

第８条から第１０条まで 削除 

 

（施設等整備計画及び償還計画） 

第１１条 学長は、法人法第３３条の事由により、長期借入金をし、又は法人債を発行する場合

については、施設等整備計画及び償還計画を定め、経営協議会及び役員会の議を経なければな

らない。 

 

（償還計画の報告） 

第１２条 学長は、毎年度、償還計画の実施状況を経営協議会に報告するものとする。 

 

（償還計画の変更） 

第１３条 学長は、償還期間の延伸、借換え及び一括返済が必要な場合は経営協議会及び役員会

の議を経て、償還計画を変更しなければならない。 



 

第１４条 削除 

 

（短期借入金） 

第１５条 学長は、法人法第２２条第１項に定める業務を行う場合に限り、年度内に資金が不足

し、かつ、当該年度内の収入により償還が可能と認められるときには、借入れの条件及び返済

計画を作成し、運営会議の議を経て短期借入金をすることとする。 

２ 前項の短期借入金の額は、中期計画において定められた法人法第３１条第２項第５号の限度

額を超えてはならない。 

 

（短期借入金の借換え） 

第１６条 学長は、前条第１項の規定にかかわらず、短期借入金を償還することができないとき

は、その償還することができない金額に限り、借入れの条件及び返済計画を作成し、経営協議

会及び役員会の議を経て、借換えることができる。 

 

（短期借入金の限度額の特例） 

第１７条 学長は、第１５条第２項の規定にかかわらず、教育研究又は組織運営に著しく支障を

きたすと認めた場合には、借入れの条件及び返済計画を作成し、経営協議会及び役員会の議を

経て、限度額を超えて短期借入金をすることができる。 

 

第１８条 削除 

 

第２章 予算 

第１節 総則 

 

（予算管理者の定義） 

第１９条 この法人規則において、「予算管理者」とは、別に定める組織の長をいう。 

 

（予算の区分） 

第２０条 法人の予算区分は、一般会計、病院会計及び外部資金会計とする。 

２ 法人の病院会計及び外部資金会計は、特定の収入をもって特定の支出に充て、一般の収入支

出と区分して経理する必要があることから、これを設置するものとする。 

 

第２１条 削除 

 

（複数年にわたる債務負担） 

第２２条 学長は、各年度の支出予算の金額に定めるもののほか、法人が複数年の債務を負担し

て土地の購入、建物の建設及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律（平成１１年法律第１１７号）に基づく事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）並びに別に定め

る土地若しくは建物の借入れをする場合には、当該債務負担の初年度に全体計画を作成し、経

営協議会及び役員会の議を経なければならない。 



２ 前項により法人が債務負担により支出すべき年限は、ＰＦＩ事業を除き当該事業年度以降６

年以内とする。ただし、６年以内での完了が困難な場合は、経営協議会及び役員会の議により

その年限を延長することができる。 

３ 第１項の規定により法人が債務を負担する行為は、これを法人会計債務負担行為という。 

４ 前３項に定めるもののほか、法人会計債務負担行為に関し必要な事項は、法人規程で定める。 

 

第２節 予算の作成 

 

（予算の内容） 

第２３条 予算は、収入支出予算及び法人会計債務負担行為とする。 

 

第２４条及び第２５条 削除 

 

（予算の作成及び確定） 

第２６条 学長は、毎事業年度、財政法（昭和２２年法律第３４号）第１８条の閣議決定後の文

部科学省からの内示があったときに、予算を作成しなければならない。 

２ 学長が前項の予算を決定する場合には、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。 

３ 前項で決定した予算は、国の予算成立をもって確定するものとする。 

４ 学長は、前項で確定した予算を監事及び会計監査人に送付しなければならない。 

 

（収入支出予算の区分） 

第２７条 収入支出予算は、収入にあっては、その性質に従って項目に区分し、支出にあっては、

その目的に従って項目に区分しなければならない。 

２ 前項の区分は、別に定める。 

 

（予備費） 

第２８条 学長は、予見し難い予算の不足に充てるため、予備費として相当と認める金額を一般

会計及び病院会計に計上することができる。 

 

（法人会計債務負担行為の区分） 

第２９条 法人会計債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、かつ、行為を

なす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じて行為に基づいて支出をなす

べき年度、年限又は年割額を示さなければならない。 

 

（補正予算） 

第３０条 学長は、予算作成後に生じた事由により予算を変更する必要が生じた場合は、補正予

算を作成することができる。 

２ 学長は、前項で確定した補正予算を監事及び会計監査人に送付しなければならない。 

 

（病院会計及び外部資金会計の特例） 

第３１条 病院会計において、病院収入が予算に比して増加又は減少するときには、その増加又

は減少する額を限度として診療に直接必要な経費を増額又は減額することができる。 



２ 外部資金会計において、受託事業等収入がその予算に比して増加するときには、その増加す

る額を限度として事業に必要な経費を増額することができる。 

３ 前項により処理した場合においても、四半期毎に予算の補正を行わなければならない。 

 

第３節 予算の執行 

 

（予算の執行） 

第３２条 学長は、予算の定めに従い、予算管理者に支出予算及び法人会計債務負担行為の執行

を行わせるものとする。 

２ 予算管理者は、前項の支出予算及び法人会計債務負担行為を執行する権限と責任を有する。 

３ 予算管理者は、当該組織に所属する職員に支出予算を配分することができるものとし、その

支出予算の配分を受けた職員（以下「予算執行者」という。）は、配分された支出予算を執行す

ることができる。 

４ 予算執行者は、配分された支出予算を自己の責任において、適正、かつ、計画的に執行しな

ければならない。 

 

（予算の会計間の繰入れ） 

第３３条 学長は、収入支出予算の執行上必要がある場合において、一般会計、病院会計及び外

部資金会計間の繰入れをすることができる。ただし、間接経費にあっては、当初予算において、

その予定額を外部資金会計から一般会計及び病院会計に繰り入れるものとする。 

 

（予算の流用） 

第３４条 予算管理者は、第２７条第２項に規定する支出予算区分の項間及び目間の流用を行う

場合は、学長の承認を得て行うことができる。 

 

第３５条 削除 

 

（支出見込等） 

第３６条 財務を担当する副学長は、第３２条の規定により執行する支出予算に基づいて、収入

及び支出見込に関する書類を作成し、学長の承認を得なければならない。 

 

（予備費の管理及び使用） 

第３７条 予備費は、学長が、これを管理する。 

２ 予備費は、対処し難いと認められる事由が生じた場合又は第３９条で定める事由の場合に使

用することができる。 

３ 学長は、予備費の使用を必要とする場合には、理由、金額及び積算の基礎を調査し、予備費

の使用を決定するものとする。 

４ 学長が前項の規定により予備費の使用を決定した場合は、当該経費について予算管理者に執

行させるとともに、これを監事及び会計監査人に送付しなければならない。 

５ 予算管理者は、前項の予備費を、その目的の使途以外に使用してはならない。 

 

（予備費の未使用額の執行） 



第３８条 学長は、前条の予備費の使用が見込まれない場合には、収入支出の状況を確認したう

えで、その経費を予備費以外の使途に使用することができる。 

 

（支出予算の経費の翌年度使用） 

第３９条 予算管理者は、次に定める事由により当該事業年度内に支出の決定を終わらなかった

経費については、理由及び金額を明らかにした書類を作成し、予め学長の承認を得て、翌事業

年度に使用することができる。 

(1) 災害等により予定されていた業務が実施されない場合 

(2) プロジェクト研究等のうち研究成果の達成度が測定可能な研究等で、事業年度終了時にお

いて業務が終了していない場合 

(3) 資産の取得が当初予定していた年度を越えるもので、その原因が法人の責めによらない場

合 

(4) その他法人の責めによらない事由のため、翌事業年度に継続使用することがやむを得ない

と認められる場合 

２ 学長は、前項の規定に基づく継続使用を承認した場合は、その旨を当該予算管理者に通知し

なければならない。 

 

（外部資金会計の翌年度使用） 

第４０条 予算管理者は、外部資金会計に計上する予算のうち、産学連携研究費の年度を越える

契約及び奨学寄附金で使途を特定したものの年度末における執行残額を翌年度に使用すること

ができる。 

 

第３章 会計 

第１節 総則 

 

第４１条 削除 

 

（事業年度所属区分） 

第４２条 法人の会計は、資産、負債及び資本の増減又は異動並びに費用及び収益について、そ

の原因となる事実の発生した日（これにより難い場合は、その原因たる事実を確認した日）に

より事業年度所属を区分する。 

 

（勘定科目） 

第４３条 法人の会計は、別に定める資産、負債及び資本を表示する貸借対照表科目並びに費用

及び収益を表示する損益計算書科目に区分して経理する。 

 

 （資産の減価償却及び減損に関する処理） 

第４３条の２ 法人の資産のうち固定資産については、法令等及びこの法人規則の定めるところ

により、減価償却及び減損に関する処理を行わなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、固定資産の減価償却及び減損に関し必要な事項は、法人規程で定

める。 

 

（取引金融機関） 



第４４条 取引金融機関は、学長が指定する。 

２ 取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は、法人名義により行うものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、取引金融機関に関し必要な事項は、法人規程で定める。 

 

第２節 会計事務の委任 

 

（会計事務の総括） 

第４５条 学長は、法人の会計を総括する。 

 

（会計事務の委任） 

第４６条 学長は、会計に関する事務を別表のとおり委任する。 

２ 学長は、前項の事務の一部を役員又は職員に分掌させる。 

３ 学長は前２項の事務の一部を役員又は職員に専決処理させることができる。 

４ 学長は、第１項及び第２項の規定により事務を委任及び分掌した者に事故等がある場合、役

員又は職員に当該事務を代理させるものとする。 

５ 前３項の事務の分掌、専決処理及び代理については、法人細則で定める。 

 

第４７条から第４８条 削除 

 

第３節 収入 

 

（請求及び収納） 

第４９条 収入は、この法人規則その他の法人規則の定めるところにより、これを請求又は収納

しなければならない。 

 

（請求の権限） 

第５０条 収入は、出納命令役でなければ、これを請求することができない。 

 

（請求の方法） 

第５１条 出納命令役が債務者に対して納入の請求をするときには、その内容を調査し、法人規

程で定めるところにより、納入の請求をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、法人規程で定めるものについては、納入の請求を要しないものと

する。 

３ 出納命令役が第１項の規定により納入の請求をした場合には、出納役に対して収納の命令を

発しなければならない。 

 

（督促） 

第５２条 出納命令役が納入の請求をしたものについて、その全部又は一部が納入期限までに履

行されていない場合には、法人規程で定めるところにより、債務者に対してその履行を督促し、

収納の確保を図らなければならない。 

 

（収納の権限） 

第５３条 収入は、出納役でなければ、これを収納することができない。 



２ 前項の規定にかかわらず、契約等により職員以外の者に収納事務を委託して取り扱わせる場

合は、この限りでない。 

 

（収納の報告） 

第５４条 出納役が前項の規定により収入を収納した場合には、法人規程で定めるところにより、

出納命令役に対してその事実を報告しなければならない。 

 

（現金の預入） 

第５５条 出納役が現金を収納した場合には、その現金を取引金融機関に預け入れなければなら

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、法人規程で定める場合は、この限りでない。 

 

（その他収入に関する取扱い） 

第５６条 第４９条から前条に定めるもののほか、収入に関し必要な事項は、法人規程で定める。 

 

第４節  債務負担及び支出 

 

（債務の負担） 

第５７条 法人の債務負担は、この法人規則その他の法人規則及び予算の定めるところに従い、

これをしなければならない。 

 

（支出の制限） 

第５８条 法人の支出予算に基づく支出は、第３６条の支出見込の額に定める金額を超えてはな

らない。 

 

（支出命令の権限） 

第５９条 支出は、出納命令役でなければ、これを命令することができない。 

 

（支出命令の方法） 

第６０条 出納命令役が支出命令を発する場合には、その内容を調査し、出納役に対して、その

命令を発しなければならない。 

 

（支出の権限） 

第６１条 支出は、出納役でなければ、これを支払うことができない。 

 

（支払の方法） 

第６２条 出納役が支払いをする場合には、金融機関における口座振替又は口座振込により支払

うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、現金による支払いを行う場合には、当該現金を法人細則で定める

期間に限り、手許保管することができる。 

 

（資金の前渡） 



第６３条 学長は、次に掲げる経費については、役員、職員、国等が公募する補助金等（研究費

等補助金）の交付を受けた者又は他の研究機関から資金の交付を受けた者に対して資金の前渡

しをすることができる。 

 (1) 外国で支払う経費 

(2) 常用の雑費及び旅費 

(3) 医学教育における解剖実習に伴う謝金及び関連経費 

(4) 実験動物の登録料及び譲渡料 

(5) その他学長が必要と認める経費 

２ 資金を前渡する限度額は、次に掲げる額とする。 

 (1) 前項第１号に規定する経費は、事務の必要により６月分以内の金額 

 (2) 前項第２号から第５号に規定する経費は、所要の金額 

 

（仮払い及び前払い） 

第６４条 事業に支障を及ぼすような経費については、別に定めるところにより仮払い又は前払

いをすることができる。 

 

（その他支出に関する取扱い） 

第６５条 第５９条から前条に定めるもののほか、支出に関し必要な事項は、法人規程で定める。 

 

第５節  契約 

 

（契約の方式） 

第６６条  契約担当役が売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第３項及び

第４項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならな

い。 

２ 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争につい

て必要な事項は、法人規程で定める。 

３ 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第１項の競争に付する必要がない場

合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、法人規程の定めるところ

により、指名競争に付するものとする。 

４ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない

場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、法人規程で定めるところによ

り、随意契約によるものとする。 

５ 契約に係る予定価格が少額である場合その他法人規程で定める場合においては、第１項及び

第３項の規定にかかわらず、指名競争に付し又は随意契約によることができる。 

 

 （契約内容の公表） 

第６６条の２ 契約担当役は、前条により契約を行った場合には、契約締結後、法人規程の定め

るところにより当該契約内容を電子情報により公表しなければならない。 

２ 前項の公表に関し必要な事項は、法人規程で定める。 

 

（入札保証金） 



第６７条 契約担当役は、競争に加わろうとする者から、その者の見積る契約金額の１００分の

５以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合

は、法人規程で定めるところにより、その全部又は一部を納めさせないことができる。 

２  前項の入札保証金の納付は、法人規程で定めるところにより、有価証券その他の担保の提供

をもって代えることができる。 

 

（入札の原則及び入札書の引換え等の禁止） 

第６８条 第６６条第１項、第３項又は第５項の規定による競争は、入札の方法をもってこれを

行わなければならない。 

２ 入札の方法のうち、競り下げ方式で行うことができる場合とは、第６６条第１項による動産

の買入れを行う場合とする。 

３ 第１項の規定により入札を行う場合においては、契約担当役は、その提出された入札書の引

換え、変更又は取消しをさせてはならない。ただし、第２項に規定する場合は、その入札した

金額を下回る金額であれば入札締切日時内で何度でも入札を行うことができる。 

 

（落札の方式） 

第６９条 契約担当役が競争に付する場合においては、法人規程で定めるところにより、契約の

目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の

相手方とする。ただし、法人の支出の原因となる契約のうち、法人規程で定めるところにより、

相手方となるべき者の申込みの価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行が

なされないおそれがあると認められる場合、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は、法人規程で定

めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の

価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。 

２  その性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、法

人規程で定めるところにより、価格及びその他の条件が法人にとって最も有利なもの（同項た

だし書の場合にあっては、次に有利なもの）をもって申込みをした者を契約の相手方にするこ

とができる。 

 

（入札保証金の帰属） 

第７０条 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を締結しない場合には、法人に帰属

するものとし、契約担当役は、その旨を公告又はその他の方法により、あらかじめ周知しなけ

ればならない。 

 

（契約書の作成） 

第７１条 契約担当役は、競争により落札者を決定した場合、又は随意契約の相手方を決定した

場合は、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載

した契約書を作成し、これに契約担当役が契約の相手方とともに記名押印しなければならない。

ただし、法人規程で定める場合においては、これを省略することができる。 

 

（契約保証金） 



第７２条 契約担当役は、契約を締結しようとする者から契約金額の１００分の１０以上の契約

保証金を納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合は、法人規程

で定めるところにより、その全部又は一部を納めさせないことができる。 

２ 第６７条第２項の規定は、前項の契約保証金の納付について、これを準用する。 

 

（契約保証金の帰属） 

第７３条 契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しない場合は、法人に帰

属するものとし、契約担当役は、その旨を公告又はその他の方法により、あらかじめ周知しな

ければならない。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で特別の定めをした場合は、そ

の定めたところによるものとする。 

 

（監督及び検査） 

第７４条 契約担当役が工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合には、法人規程

で定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。 

２ 契約担当役は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、法人規

程で定めるところにより、その受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う

必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）

をするため必要な検査をしなければならない。 

３ 前２項の場合において、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき

破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは取替え、補修その他必要な措置を講ずる

旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる契約については、法人規程で定め

るところにより、第１項の監督又は前項の検査の一部を省略することができる。 

４ 契約担当役は、法人規程で定めるところにより、第１項の監督及び第２項の検査を、職員以

外の者に委託して行わせることができる。 

 

第４章 決算 

 

（月次決算） 

第７５条 出納役は、毎月末日において総勘定元帳を締切り、月次の財務状況を明らかにするた

め、合計残高試算表を作成し、出納命令役の確認を受け、翌月１５日までに財務を担当する副

学長に提出しなければならない。 

 

（中間決算） 

第７６条 財務を担当する副学長は、中間会計期間の財務状況を運営会議及び経営協議会並びに

役員会に報告しなければならない。 

 

（年度末決算） 

第７７条 学長は、毎事業年度終了後２か月以内に、決算報告書及び財務諸表を作成しなければ

ならない。 

２ 学長は、前項で作成した決算報告書及び財務諸表について、監事及び会計監査人の監査を受

けた後に、経営協議会及び役員会の議を経なけなければならない。 

 

第７８条 削除 



 

（目的積立金の予算への繰入れ） 

第７９条 学長は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「準用通則法」とい

う。）第４４条第３項の承認を受けた積立金（以下「目的積立金」という。）がある場合には、

予算で定める金額に限り、収入に繰り入れることができる。 

２ 目的積立金は、法人法第３１条第２項第７号で定める使途のうち、次に掲げるものに使用す

ることができる。 

(1) 独創的又は先駆的な教育研究 

 (2) 教育研究用の装置又は設備の整備 

 (3) 土地の取得 

 (4) 法人が所有する土地又は施設の整備 

 (5) 法人法第２２条及び第３４条の２に定める出資 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、教育研究又は組織運営に関し学長が適当と認めるもの 

３ 学長が第１項により繰入れをした場合は、経営協議会に報告しなければならない。 

 

（繰越積立金の予算への繰入れ） 

第８０条 学長は、法人法第３２条第１項の承認を受けた積立金（以下「繰越積立金」という。）

がある場合には、予算で定める金額に限り、次期中期計画の収入に繰り入れることができる。 

２ 繰越積立金は、法人法で定める法人の業務等のうち、次に掲げるものに使用することができ

る。 

(1) 独創的又は先駆的な教育研究 

 (2) 教育研究用の装置又は設備の整備 

 (3) 土地の取得 

 (4) 法人が所有する土地又は施設の整備 

 (5) 法人法第２２条及び第３４条の２に定める出資 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、教育研究又は組織運営に関し学長が適当と認めるもの 

３ 学長が第１項により繰入れをした場合は、経営協議会に報告しなければならない。 

 

第８１条 削除 

 

（出資の制限） 

第８２条 学長が法人法第２２条及び第３４条の２に定める出資を行う場合には、経営協議会及

び役員会の議を経なければならない。 

 

第５章 監査 

 

第８３条 削除 

 

（監事監査等） 

第８４条 学長は、法人法第１１条第６項で定める監事の監査及び準用通則法第３９条で定める

会計監査人の監査を受けなければならない。 

２ 前項の監事の監査及び会計監査人の監査の取扱いについては、法令又はこの法人規則その他

の法人規則の定めるところによる。  



 

（財務会計上の義務及び責任） 

第８５条  法人の役員又は職員は、法人の財務会計に関し適用又は準用される法令又はこの法人

規則その他の法人規則に準拠し、善良な管理者の注意をもって、それぞれの職務を行わなけれ

ばならない。 

２  役員又は職員は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、法人に損害を与えた場

合には、その損害を弁償しなければならない。 

 

（弁償責任の決定及び弁償命令） 

第８６条 学長は、前条第２項に掲げる事実が発生した場合は、その者につき、弁償の責任の有

無及び弁償額を決定する。 

２ 学長が前項の規定により弁償責任があると決定した場合には、その者に対して弁償を命ずる

ものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、決定に関し必要な事項は、法人規程で定める。 

 

第６章  雑則 

 

（帳簿） 

第８７条 法人は、総勘定元帳及びその補助簿を備え、それぞれ勘定科目ごとに口座を設け、す

べての取引を記録しなければならない。 

２ 出納命令役は、前項に規定する総勘定元帳及びその補助簿の記録について責任を負わなけれ

ばならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、帳簿に関し必要な事項は、法人規程で定める。 

 

（債権の放棄等） 

第８８条 法人は、法令又はこの法人規則その他の法人規則の定めるところにより、文部科学省

令に定める重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を免除し、又はその効力を変更すること

ができる。 

 

（収入とならない現金等の出納） 

第８９条 法人の収入とならない現金又は有価証券（財産として管理するものを除く。）の出納に

ついては、第５１条第３項、第５４条、第５５条、第６０条及び第６２条の規定を準用する。 

 

（余裕金の運用） 

第９０条 資金運用担当役は、出納命令役と連携して準用通則法第４７条及び法人法第３３条の

５第２項の規定の範囲内で、余裕金を運用することができる。 
２ 余裕金の運用に関し必要な事項は、法人規程で定める。 

 

（寄附金等の取扱い） 

第９１条 寄附金、施設設備その他の財物の寄贈又は役務の無償提供等の受入れについて必要な

事項は、法人規程で定める。 

 

（旅費の支給） 



第９２条 旅費を支給するために必要な事項は、国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規

則（平成２８年法人規則第３号）の定めるところによる。 

 

（法人規程への委任） 

第９３条 この法人規則に定めるもののほか、法人の財務に関し必要な事項は、法人規程で定め

る。 

 

附 則 

この法人規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平１６．４．２２法人規則２７号） 

 この法人規則は、平成１６年４月２２日から施行する。 

 

附 則（平１７．３．２４法人規則３３号） 

 この法人規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平１８．１．２６法人規則２号） 

 この法人規則は、平成１８年１月２６日から施行し、この法人規則による改正後の国立大学法

人筑波大学財務規則の規定は、平成１７年１２月２８日から適用する。 

 

   附 則（平１８．６．２８法人規則４０号） 

この法人規則は、平成１８年６月２８日から施行し、同年４月１日から適用する。ただし、改

正後の国立大学法人筑波大学財務規則別表第２のうち、減損に関する処理にかかる勘定科目を除

く規定は、平成１７年度決算整理から適用する。 

 

   附 則（平１９．１１．１６法人規則５２号） 

この法人規則は、平成１９年１１月１６日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人筑波

大学財務規則第２７条の規定は、同年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平２０．３．２７法人規則２３号） 

この法人規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２２．３．２５法人規則２６号） 

この法人規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２３．１．２７法人規則７号） 

この法人規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２３．６．１５法人規則４５号）  

この法人規則は、平成２３年６月１５日から施行し、改正後の国立大学法人筑波大学財務規則

別表第１の規定は、平成２３年４月１日から適用する。 

 

  附 則（平２４．３．２９法人規則３０号） 



この法人規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平２４．５．１１法人規則３９号） 

この法人規則は、平成２４年５月１１日から施行し、改正後の国立大学法人筑波大学財務規則

第６３条の規定は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平２４．１１．２２法人規則６０号） 

 この法人規則は、平成２４年１２月１日から施行する。 

 

   附 則（平２５．２．２８法人規則７号） 

 この法人規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２５．３．２８法人規則３４号） 

 この法人規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２６．３．２７法人規則２３号） 

 この法人規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２６．５．３０法人規則２９号） 

この法人規則は、平成２６年５月３０日から施行し、改正後の国立大学法人筑波大学財務規則

の規定は、同年４月１日から適用する。 

 

附 則（平２８．３．３０法人規則３３号） 

この法人規則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人筑波大学

財務規則別表第２は、平成２７年度決算整理から適用する。 

 

   附 則（平２９．３．３１法人規則１９号） 

 この法人規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平３０．３．２２法人規則２８号） 

 この法人規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平３０．１２．２０法人規則５１号） 

 この法人規則は、平成３０年１２月２０日から施行する。 

 

   附 則（令４．３．２４法人規則３６号） 

 この法人規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令６．３．４法人規則２８号） 

この法人規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則（令６．３．２８法人規則５０号） 

この法人規則は、令和６年４月１日から施行する。 



別表（第４６条関係） 

区  分 
事務を委任 

す る 職 位 
事   務   の   範   囲 

契約担当役 財務担当副学長 
契約その他の収入又は支出の原因となる行為に関する

事務 

資金運用担

当役 

事業・ファイナン

ス局長 

資金運用の決定に関する事務 

出納命令役 財 務 部 長 

収入又は支出の調査決定、債務者に対する納入の請求、

出納役に対する現金、預金、貯金及び有価証券の出納命

令に関する事務 

出 納 役 財務管理課長 

出納命令役の命令に基づく現金、預金、貯金及び有価証

券の出納及び保管並びに帳簿その他の証拠書類の保存

に関する事務 

前渡資金 

取 扱 者 

第６３条の規定

により、資金の前

渡しを受けた者 

前渡資金の範囲内（外国で支払う経費、その他学長が認

めた経費）における契約及びその支払に関する事務 

 


